
名
古
屋
市
で
は
、
公
益
社

団
法
人
名
古
屋
市
食
品
衛
生
協

会
に
委
託
し
て
、
食
品
衛
生
責

任
者
講
習
会
を
開
催
し
て
い
ま

す
。現

在
、
講
習
会
場
に
集
ま

る
「
集
合
型
」
と
パ
ソ
コ
ン
等

で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
動
画

を
視
聴
す
る
「
ｅ
ラ
ー
ニ
ン

グ
」
の
2
つ
の
方
法
で
開
催
し

て
い
ま
す
。
今
後
受
講
さ
れ
る

際
も
ご
自
身
に
あ
っ
た
受
講
方

法
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

受
講
の
お
申
込
み
は
、
保

健
セ
ン
タ
ー
窓
口
と
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

令
和
7
年
1
月
か
ら
、
実

務
講
習
会
（
集
合
型
・
ｅ
ラ
ー

ニ
ン
グ
）
に
つ
い
て
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
込
み
を
開

始
し
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

な
お
、(

公
社
）
名
古
屋
市

食
品
衛
生
協
会
（
本
部
）
の
食

品
衛
生
指
導
員
の
方
は
、
指
導

員
講
習
を
受
講
す
る
た
め
、
実

務
講
習
会
を
受
講
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

（
名
古
屋
市
保
健
所
食
品
衛
生
課)

名
古
屋
市
で
は
、
食
の
安

全
・
安
心
に
関
す
る
情
報
を
、

食
品
衛
生
課
公
式
L
I
N
E

（
通
称
：
な
ご
や
「
よ
い
食
」

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
）
で
市

民
や
事
業
者
の
み
な
さ
ま
に
お

届
け
し
て
い
ま
す
。

食
中
毒
警
報
を
は
じ
め
、
食

の
安
全
・
安
心
に
関
す
る
情
報

な
ど
、
事
業
者
の
方
に
も
役
立

つ
情
報
を
発
信
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
友
だ
ち
登
録
を
お

願
い
し
ま
す
！

な
お
、
こ
れ
ま
で
食
の
安

全
・
安
心
に
関
す
る
情
報
を
お

届
け
し
て
い
た
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ

ン
『
な
ご
や
「
よ
い
食
」
メ
ー

ル
』
は
令
和
7
年
3
月
末
で
終

了
し
、
『
な
ご
や
「
よ
い
食
」

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
』
に
移

行
し
ま
す
。

（
名
古
屋
市
保
健
所
食
品
衛
生
課)

ｅラーニングとは？

受
講
方
法

受講者は、通知された受講期間の間
に、ＰＣやスマートフォンでインター
ネットに接続し、動画を視聴
（養成講習会についてはカメラ付き
の端末が必要）

特
　
徴
（
留
意
点
）

•好きな時間、場所で受講ができる
（受講期間中は 24 時間いつでも受講
できます)
•分割しての受講も可能です
（1日1時間×6なども可能）
•利用環境により通信費が発生する
•受講料が集合型に比べて高い
•使用する端末を用意する必要あり

食
品
衛
生
責
任
者
講
習
会
に
つ
い
て

食
品
衛
生
責
任
者
講
習
会
に
つ
い
て

食
の
安
全
・
安
心
に
関
す
る
情
報

食
の
安
全
・
安
心
に
関
す
る
情
報

を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
お
届
し
ま
す
！

を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
お
届
し
ま
す
！
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こ
の
度
は
、「
厚
生
労
働
大

臣
表
彰　

食
品
衛
生
優
良
施

設
」
を
い
た
だ
き
、
大
変
な
名

誉
な
こ
と
と
心
よ
り
感
謝
し
て

お
り
ま
す
。

弊
社
は
食
鳥
処
理
場
と
し
て

1
9
6
5
年
に
協
同
組
合
と
し

て
創
業
し
、
2
0
2
1
年
に

（
株
）
南
部
食
鶏
と
し
て
組
織

変
更
を
行
い
、
今
年
で
60
年
を

迎
え
ま
し
た
。
事
業
と
し
て
は
、

名
古
屋
コ
ー
チ
ン
の
飼
育
、
屠

畜
、
処
理
、
加
工
を
行
い
、
あ

わ
せ
て
食
肉
加
工
と
し
て
燻
製

品
や
鶏
つ
く
ね
な
ど
の
製
造
を

し
て
お
り
ま
す
。

創
業
当
時
、
名
古
屋
市
内
に

は
20
件
ほ
ど
の
食
鳥
処
理
施
設

が
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
時
代
と
と
も
に
多
く
の

施
設
が
廃
業
さ
れ
、
現
在
で
は

弊
社
の
み
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

ま
た
、
弊
社
は
1
9
8
8
年

に
名
古
屋
コ
ー
チ
ン
の
本
格
飼

育
・
販
売
を
開
始
し
、
1
9
9

8
年
に
H
A
C
C
P
に
準
じ
、

防
臭
防
音
を
施
し
た
新
工
場
に

建
て
替
え
を
行
い
ま
し
た
。

令和7年度　年間事業予定
公益社団法人名古屋市食品衛生協会

日　　　時 事　業　内　容 開　催　場　所

₆月17日 令和₇年度 定時社員総会 名古屋市中区 名古屋ガーデンパレス

₇月3日､4日 東海北陸ブロック大会 等 三重県

10月15日 食品衛生指導員全国大会 東京 浅草公会堂（予定)

10月16日 食品衛生表彰式 東京 明治座（予定)

11月11日 食品衛生大会 名古屋市中区 名古屋ガーデンパレス

各区食品衛生協会

日　　　時 事　業　内　容 開　催　場　所

5月 支部総会

各区食品衛生協会
₇月～8月 食品衛生パレード

9月～12月 消費者懇談会等

11月～3月 ノロウイルス食中毒防止キャンペーン

し
か
し
な
が
ら
、
私
共
の
様

な
小
規
模
な
処
理
場
に
お
い
て

は
、
人
手
も
少
な
く
十
分
な
衛

生
管
理
の
仕
組
み
も
無
か
っ
た

為
、
当
時
は
取
引
先
か
ら
の
要

求
事
項
に
も
な
か
な
か
答
え
る

こ
と
が
で
き
ず
、
相
手
の
要
求

を
呑
む
ば
か
り
の
対
応
で
あ
っ

た
た
め
、
現
場
従
業
員
の
不
満

が
溜
ま
る
一
方
で
し
た
。

そ
こ
で
、
2
0
1
2
年
に
衛

生
管
理
基
準
の
明
確
化
と
従
業

員
の
意
識
改
革
を
目
的
と
し

て
、
名
古
屋
コ
ー
チ
ン
生
鳥
処

理
工
場
で
は
初
と
な
る
「
食
品

安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

I
S
O
2
2
0
0
0
／
2
0
0

5
の
認
証
を
取
得
し
ま
し
た
。

今
回
の
受
賞
を
機
に
、
今
後

も
安
全
で
安
心
で
き
る
商
品
づ

く
り
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

衛
生
管
理
水
準
の
改
善
に
努
め
、

弊
社
生
産
の
名
古
屋
コ
ー
チ
ン

が
、
将
来
、
海
外
に
輸
出
で
き

る
レ
ベ
ル
ま
で
の
施
設
を
目
指

し
て
、
一
層
の
努
力
を
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

令
和
令
和
66
年
度
年
度

厚
生
労
働
大
臣
表
彰
優
良
施
設

厚
生
労
働
大
臣
表
彰
優
良
施
設

『
衛
生
管
理
の
更
な
る

『
衛
生
管
理
の
更
な
る

高
み
を
目
指
し
て
』

高
み
を
目
指
し
て
』

株
式
会
社
　
南
部
食
鶏

株
式
会
社
　
南
部
食
鶏

2
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子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
毎
年
十

一
月
三
十
日
時
点
に
「
未
就
学

児
」
を
お
持
ち
の
組
合
員
に
対

し
て
、
未
就
学
児
一
人
に
つ
き
、

年
間
一
万
二
千
円
保
険
料
を
軽

減
い
た
し
ま
す
。

な
お
、｢

未
就
学
児
」
と
は
、

6
歳
未
満
の
子
ど
も
と
満
6
歳

で
小
学
校
入
学
前
の
子
ど
も
を

い
い
ま
す
。

今
年
度
の
場
合
、
令
和
六

年
度
の
保
険
料
軽
減
対
象
と
な

る
未
就
学
児
は
、
平
成
三
十
年

四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
子

ど
も
が
該
当
し
ま
す
。

《
対
象
世
帯
》

毎
年
十
一
月
三
十
日
時
点

に
お
い
て
、｢

未
就
学
児
」
が

い
る
組
合
員
の
世
帯

《
軽
減
額
》

未
就
学
児
一
人
に
つ
き
、

未
就
学
児
世
帯
支
援
補
助
費

一
万
二
千
円
を
軽
減
し
ま
す
。

《
軽
減
の
時
期
》

①
対
象
世
帯
の
組
合
員
が
納
付

す
る
こ
と
と
な
る
令
和
七
年
三

月
分
の
保
険
料
か
ら
、
未
就
学

児
の
人
数
に
応
じ
て
、
一
人
当

た
り
一
万
二
千
円
を
乗
じ
て
得

た
額
を
軽
減
し
ま
す
。

な
お
、
未
就
学
児
が
複
数

人
い
て
、
軽
減
額
が
三
月
分
の

保
険
料
を
超
え
る
場
合
は
、
超

え
る
軽
減
額
分
に
つ
い
て
は
、

既
に
納
付
さ
れ
た
保
険
料
か
ら

還
付
し
ま
す
。

②
令
和
六
年
十
二
月
一
日
以
降

令
和
七
年
三
月
末
日
ま
で
に
、

組
合
員
世
帯
全
員
が
資
格
を
喪

失
し
た
場
合
は
、
未
就
学
児
一

人
に
つ
き
一
万
二
千
円
を
当
該

組
合
員
が
資
格
喪
失
し
た
月
以

後
に
、
既
に
納
付
さ
れ
た
保
険

料
か
ら
還
付
し
ま
す
。

交
通
事
故
に
あ
っ
て
ケ
ガ

を
し
た
場
合
は
、
必
ず
当
食

品
国
保
へ
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。交

通
事
故
は
じ
め
第
三
者

の
行
為
に
よ
り
被
害
に
あ
っ

て
治
療
を
受
け
た
と
き
、
国

民
健
康
保
険
を
使
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

場
合
、
食
品
国
保
は
、
加
害

者
（
第
三
者
）
が
支
払
う
べ

き
医
療
費
を
一
時
的
に
立
て

替
え
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

後
日
、
食
品
国
保
は
立
替
え

た
医
療
費
を
加
害
者
に
請
求

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
第
三
者
の
行

為
が
原
因
で
ケ
ガ
を
し
、
国

民
健
康
保
険
を
使
っ
た
場
合
、

食
品
国
保
は
加
害
者
に
対
し

て
治
療
費
を
請
求
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
食

品
国
保
に
交
通
事
故
な
ど
の

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
〉

●
ま
ず
落
ち
着
い
て

落
ち
着
き
が
何
よ
り
肝
要

で
す
。
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り

冷
静
な
判
断
を
失
っ
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

●
相
手
の
確
認

ナ
ン
バ
ー
を
確
認
、
運
転

免
許
証
か
ら
相
手
の
住
所
・

氏
名
等
の
確
認
、
自
賠
責
・

任
意
保
険
の
加
入
の
有
無
の

確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
必
ず
警
察
へ
連
絡
を

警
察
へ
の
連
絡
を
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
同

時
に
当
食
品
国
保
（
電
話
0

5
2

-

2
6
1

-

7
6
6
1)

へ
届
け
出
る
こ
と
も
。

●
示
談
は
、
食
品
国
保
へ
届

け
出
て
か
ら

当
食
品
国
保
の
保
険
証

を
使
っ
て
治
療
を
受
け
た
時

は
、
示
談
の
前
に
必
ず
連
絡

を
。
示
談
は
急
ぐ
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

加
害
者
と
示
談
が
成
立
す

る
と
、
そ
の
内
容
が
優
先
さ

れ
、
食
品
国
保
か
ら
加
害
者

に
医
療
費
を
請
求
で
き
な
く

な
り
、
あ
な
た
に
請
求
す
る

こ
と
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
示
談
の
前
に
必
ず
食
品

国
保
へ
届
出
を
お
願
い
し
ま

す
。

〈
国
民
健
康
保
険
で
治
療
が

受
け
ら
れ
な
い
と
き
〉

次
の
場
合
は
、
国
民
健
康

保
険
で
治
療
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

●
加
害
者
か
ら
既
に
治
療
費

を
受
け
取
っ
て
い
る
と
き

●
業
務
上
の
ケ
ガ
の
と
き

●
飲
酒
運
転
、
無
免
許
運
転

に
よ
る
ケ
ガ
の
と
き

〈
届
け
出
に
必
要
な
も
の
〉

・
交
通
事
故
証
明
書
（
原
本)

・
第
三
者
行
為
に
よ
る
被
害

届・
事
故
発
生
状
況
報
告
書

・
念
書
（
兼
同
意
書
）

保
険
料
の
負
担
軽
減

保
険
料
の
負
担
軽
減

子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
に
対
す
る

食
品
国
保
へ
届
出
を

食
品
国
保
へ
届
出
を

交
通
事
故
で
ケ
ガ

交
通
事
故
で
ケ
ガ

3月分納付額→
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す
が
、｢

医
療
費
通
知
」
を
添

付
す
る
場
合
は
こ
の
明
細
書

の
記
載
を
簡
略
化
す
る
こ
と

が
で
き
、
こ
の
分
の
領
収
書

の
保
存
も
不
要
と
な
り
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を

利
用
す
る
と
医
療
費
通
知
情

報
が
、
例
年
、
原
則
二
月
九

日
に
年
間
分
を
一
括
取
得
で

る
た
め
医
療
費
通
知
の
ハ
ガ

キ
を
一
年
分
保
管
し
て
お
く

必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま

た
、
医
療
費
控
除
に
使
用
で

き
る
医
療
費
通
知
情
報
を
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
経
由
で
取
得

し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書

を
作
成
す
る
際
に
、
該
当
項

目
に
自
動
入
力
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
分
の
領
収

書
の
保
存
も
不
要
と
な
り
ま

す
。事

前
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
で
代
理
人
設
定
を
行
う
と
、

申
告
に
含
め
る
こ
と
が
可
能

な
家
族
の
医
療
費
通
知
情
報

を
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な

お
、
代
理
人
設
定
の
際
に
は
、

申
告
す
る
人
と
そ
の
家
族
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

●
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
（
医
療
費
控
除
の
特

例
）特

定
一
般
用
医
薬
品
等

（
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
）
購

入
費
を
支
払
っ
た
場
合
、
そ

の
年
中
に
健
康
の
保
持
増
進

及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組

と
し
て
一
定
の
健
康
診
査
や

予
防
接
種
な
ど
を
行
っ
て
い

る
と
き
に
は
、｢

通
常
の
医
療

費
控
除
」
と
の
選
択
に
よ
り
、

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ヨ
ン

税
制
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
の
具

体
的
な
品
目
一
覧
は
、
厚
生

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

一
部
の
対
象
医
薬
品
に
つ
い

て
は
、
そ
の
医
薬
品
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
対
象
で

あ
る
旨
を
示
す
識
別
マ
ー
ク

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊
識
別
マ
ー
ク

所
得
税
の
確
定
申
告
の
期

限
は
、
三
月
十
七
日
（
月
）
で

す
。令

和
六
年
の
一
月
一
日
か

ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
、
自
己
又
は
自
己
と
生
計
を

一
に
す
る
配
偶
者
や
そ
の
他
の

親
族
の
た
め
に
医
療
費
を
支

払
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

支
払
っ
た
医
療
費
が
一
定
額
を

こ
え
る
と
き
は
、
そ
の
医
療
費

の
額
を
基
に
計
算
さ
れ
る
金
額

（
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る

金
額
）
に
つ
い
て
、
所
得
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
医
療
費
控
除
の
対
象
に

な
る
も
の
は

①
医
師
又
は
歯
科
医
師
に

よ
る
診
療
費
又
は
治
療
費

②
治
療
や
療
養
に
必
要
な

医
薬
品
の
購
入
の
費
用
（
ビ
タ

ミ
ン
剤
な
ど
の
病
気
の
予
防
や

健
康
増
進
の
た
め
に
用
い
ら
れ

る
医
薬
品
の
購
入
代
金
は
医
療

費
と
な
ら
な
い
。）

③
入
院
の
部
屋
代
、
食
事

費
用④

手
術
代
金

⑤
通
院
や
入
院
の
た
め
の

交
通
費
（
バ
ス
・
電
車
の
乗
車

代
。
タ
ク
シ
ー
代
は
バ
ス
・
電

車
な
ど
の
公
共
交
通
機
関
が
利

用
で
き
な
い
場
合
に
限
ら
れ
ま

す
。）⑥出

産
費
用

●
医
療
費
控
除
の
対
象
と

な
る
金
額
は

「
実
際
に
支
払
っ
た
医
療

費
の
合
計
額
」
か
ら
、｢

保
険

金
な
ど
で
補
填
さ
れ
る
金
額

（
＊)

」
と
「
十
万
円
」
を
差

し
引
い
た
後
の
金
額
で
す
。

(

＊
）
生
命
保
険
契
約
な
ど

で
支
給
さ
れ
る
入
院
費
給
付
金

や
「
食
品
国
保
」
か
ら
支
給
さ

れ
る
高
額
療
養
費
・
出
産
育
児

一
時
金
な
ど

な
お
、
保
険
金
な
ど
で
補

填
さ
れ
る
金
額
は
、
そ
の
給
付

の
目
的
と
な
っ
た
医
療
費
の
金

額
を
限
度
と
し
て
差
し
引
き
ま

す
の
で
、
引
き
き
れ
な
い
金
額

が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
他

の
医
療
費
か
ら
は
差
し
引
き
ま

せ
ん
。

「
医
療
費
の
合
計
額
」
は
、

六
年
一
月
一
日
〜
十
二
月
三
一

日
の
間
に
支
払
っ
た
医
療
費
で

す
。あ

な
た
の
医
療
費
の
ほ
か
、

あ
な
た
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い

る
配
偶
者
や
子
ど
も
さ
ん
な
ど

親
族
の
医
療
費
を
合
計
し
ま
す
。

●
医
療
費
控
除
を
受
け
る

た
め
の
手
続
き
は

｢

医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

を
所
得
税
の
確
定
申
告
書
に
添

付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
医
療
費
の
領
収
書

は
、
確
定
申
告
期
限
等
か
ら
五

年
間
、
保
存
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

｢

医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

の
様
式
は
、
別
掲
の
と
お
り
で

受
け
ま
し
ょ
う
！

受
け
ま
し
ょ
う
！

確
定
申
告
で
「
医
療
費
控
除
」
を

確
定
申
告
で
「
医
療
費
控
除
」
を

4
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当
組
合
の
年
間
一
人
当
た

り
の
平
均
医
療
費
（
患
者
一

部
負
担
額
を
含
み
ま
す
。）
は
、

平
成
一
七
年
度
に
一
七
万
円

を
超
え
、
同
二
一
年
度
に
一

八
万
円
を
、
そ
し
て
同
二
三

年
度
に
一
九
万
円
を
超
え
ま

し
た
。
同
二
三
年
度
か
ら
同

二
六
年
度
ま
で
は
医
療
費
の

伸
び
は
横
ば
い
状
態
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
二
七

年
度
に
は
、
Ｃ
型
肝
炎
の
治

療
薬
ソ
バ
ル
デ
ィ
、
ハ
ー
ボ

ニ
ー
（
一
錠
約
六
万
、
八
万

円
の
薬
・
そ
の
後
減
額
さ
れ

た
。）
や
肺
が
ん
治
療
薬
オ
プ

ジ
ー
ボ
（
一
回
点
滴
分
約
七

〇
万
円
強
・
そ
の
後
減
額
さ

れ
た
。）
の
保
険
適
用
の
ほ
か
、

医
療
機
器
や
医
療
技
術
の
高

度
化
に
よ
り
、
平
均
医
療
費

は
二
〇
万
円
超
え
と
な
り
ま

し
た
。
平
均
医
療
費
は
、
平

成
二
七
年
度
か
ら
令
和
元
年

度
ま
で
二
十
万
円
台
で
推
移

し
て
い
ま
し
た
。

令
和
二
年
度
に
な
る
と
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
に
伴
い
受
診
控
え
が

起
こ
り
、
一
人
当
た
り
平
均

医
療
費
は
、
一
旦
二
十
万
円

を
下
回
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
以
降
は
受
診
控
え
も
収

ま
り
、
同
三
年
度
二
十
一
万

六
千
四
百
八
十
五
円
、
同
四

年
度
二
十
一
万
三
千
九
百
二

十
二
円
と
な
り
ま
し
た
。
令

和
五
年
五
月
八
日
に
、
感
染

症
法
上
の
分
類
が
「
5
類
」

に
引
き
下
げ
ら
れ
、
い
わ
ゆ

る
コ
ロ
ナ
禍
は
収
束
を
向
か

え
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
人

で
一
か
月
三
千
五
百
万
円
前

後
も
か
か
っ
た
超
高
額
医
療

費
事
案
が
二
件
発
生
す
る
な

ど
し
、
令
和
五
年
度
の
一
人

当
た
り
の
平
均
医
療
費
は
二

十
三
万
二
十
二
円
大
幅
に
増

加
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
度
の
予
算
で

は
、
一
人
当
た
り
の
医
療
費

を
「
二
十
三
万
六
千
六
百
円

（
一
月
当
た
り
一
万
九
千
七

百
十
七
円
）」
と
推
計
し
ま
し

た
。そ

こ
で
、
本
年
度
の
四
月

か
ら
十
一
月
ま
で
の
八
ヶ
月

間
の
月
別
一
人
当
た
り
医
療

費
の
動
向
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。別

表
「
3
年
間
月
別
一
人

当
た
り
医
療
費
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

本
年
度
（
六
年
度
）
は
、

七
月
と
十
月
は
予
算
を
若
干

超
過
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
以

外
の
月
は
「
予
算
一
人
当
た

り
医
療
費
一
万
九
千
七
百
十

七
円
」
を
下
回
っ
て
は
い
ま

す
。し

か
し
な
が
ら
、
年
末

に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
警
報
が

愛
知
県
か
ら
発
令
さ
れ
た
り
、

他
の
感
染
症
も
例
年
に
な
く

流
行
し
て
い
る
と
の
報
道
も

あ
っ
た
り
し
、
予
断
を
許
さ

な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

感
染
症
は
予
防
が
大
切
で

す
。｢

う
が
い
と
こ
ま
め
な
手

洗
い
の
実
行
。
マ
ス
ク
の
着

用
等
の
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
。
規

則
正
し
い
生
活
で
体
調
を
整

え
る
。」
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

当
組
合
で
は
、
医
療
費
の

削
減
・
適
正
化
の
た
め
に
、

レ
セ
プ
ト
の
点
検
、
医
療
費

の
毎
月
通
知
の
実
施
を
行
っ

て
い
る
ほ
か
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
利
用
促
進
の
た

め
の
差
額
通
知
も
行
っ
て
い

ま
す
。
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予
算
額
を
下
回
る

予
算
額
を
下
回
る

一
人
当
た
り
医
療
費

一
人
当
た
り
医
療
費

令
和
六
年
度
の
医
療
費
の
動
向

令
和
六
年
度
の
医
療
費
の
動
向

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月
17,110 15,374 17,238 18,270 18,460 17,015 17,817 17,878
20,055 19,137 20,892 22,389 18,662 17,910 19,248 17,890
17,540 17,760 19,399 19,902 19,035 17,796 19,895 18,896

区 分
令和 ４年度
令和 ５年度
令和 ６年度

0

5000

10000

15000

20000

25000

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月

３年間月別⼀⼈当たり医療費

令和 ４年度 令和 ５年度 令和 ６年度

令和６年度予算

⼀⼈当たり医療費

19,717円
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柔道整復師(接骨院)の場合

接骨院は ｢柔道整復師｣ と呼ばれる専門職による
施術をする施設で､医療機関ではありません。そ
のため健康保険を使える範囲は限定されていきま
す。

　適正な保険給付のため､確認が必要と判断される場合には､食品国保または食品国保から委託された
事業者から文書等で､施術内容を照会させていただくことがあります｡照会がありましたら､ご協力のほ
どお願いいたします。

例�)同一の負傷について同
時期に医療機関の治療を
受療した場合､原則とし
て施術料は全額自己負担
となります。

接骨院にかかるときの注意事項
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令和₆年12月₂日から、市町村の国民健康保険や協会健保などすべての医療保険者は、保険証の新規
発行ができなくなり､「マイナ保険証｣（保険証として利用登録されたマイナンバーカード）を基本とす
る仕組みに移行しました。
現在当組合のマイナ保険証の保有者は、9,087人（令和₇年₁月末日現在の被保険者数：15,489人、保

有率：58.7％）います。
マイナンバーカードをお持ちで、まだ保険証として使うための利用登録をされていない方に、次の二

つの利用登録方法をご案内します。ぜひ、マイナンバーカードへの利用登録をお願いします｡

₁　医療機関・薬局での「顔認証付きカードリーダー」による利用登録

₂　セブン銀行ＡＴＭでの利用登録

大切なお知らせ
●�現在お手元にある有効な保険証は、有効期限（当組合の場合は、令和₇年₈月31日）まで使用可能
です。
●�令和₆年12月₂日以降、新規加入や住所変更等する手続きで、マイナ保険証をお持ちでない方には､
「資格確認書」を交付しますので、保険証の代わりとして、医療機関・薬局等でご使用ください。
●�マイナ保険証をご利用の場合は、マイナンバーカードの券面にある電子証明書の有効期限を確認の
上、期限切れにご注意ください。
●�マイナンバーカードの申請・取得は、住民登録のある市区町村窓口へお尋ねください。

マイナ保険証への移行等について(ご案内)マイナ保険証への移行等について(ご案内)

№.390　令和₇年₃月₁日
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こんな場合に手続きを 届出書類 必要な添付書類 説 明

加

入

す

る

と

き

・�他の健康保険をやめたとき
・従業員を雇用したとき
・�結婚・出生などで家族がふ
えたとき

加 入 申 込 書

・�世帯全員の住民票(個人番
号、世帯主等省略のないも
の）
・�事業主の場合、事業所調
査票と営業許可書(証)の写
し、許可書(証)がない業種
の場合は営業届出(保健セ
ンター)又は確定申告書の
写し
・�外国人の場合、国籍、在留
資格、在留期間･個人番号
など記載事項に省略のない
住民票
・前の保険の喪失証明書
◦�法人事業所の場合、健保適
用除外承認申請書

①�　家族は全員加入が原則(他の
健康保険に加入している者は
除く｡)
②�　従業員を雇用したら速やか
に加入の手続きを
③�　家族追加のときは世帯全員
の住民票（個人番号･続柄の記
載のもの)を添付していただき
ます

や
め
る
と
き

・廃業したとき
・従業員が退職したとき
・�市町村国保に加入するときや
他の健康保険に加入したとき
・�死亡などで家族がへったと
き
・�生活保護を受けることに
なったとき

資 格 喪 失 届

・被保険者証
・被保険者証を紛失の場合
　「紛失届」
・�他の健康保険証の写し（新
しく加入した保険）

①�　市国保等へ加入の場合は申
出に基づき証明書を発行しま
す
②�　かかりつけの医療機関へ保険
の変更を申出てください

③�　紛失届提出後､被保険者証を
発見した場合は速やかにお返
しください

変
わ
っ
た
と
き

住
所
な
ど
が

・住所、氏名が変わったとき
・世帯の合併、分離のとき
・�事業主が変わるとき（死亡
など）
・�従業員の勤務先が変わった
とき
・法人になったとき

変 更 届 ・被保険者証
・住民票（必要に応じて）

①�　組合員死亡の場合は ｢資格喪
失届」も提出してください
②�　世帯合併のとき世帯全員の
「住民票（世帯主· 続柄等の省
略のないもの)」を添付してく
ださい
③�　住所､氏名が変わったとき世
帯全員の「住民票（世帯主· 続
柄等の省略のないもの)」を添
付してください

く
し
た
と
き

保
険
証
を
な

・�被保険者証を紛失、破損し
たとき 再 交 付 申 請 書 ・�破損のとき（破損した被保

険者証を添える）

①�　再交付後､前の被保険者証が
出てきたときは速やかにお返
しください

食品国保の手続きは14日以内に
事業主は、事業所又は組合員及びその家族に異動が生じたときは、下記表の「届出書
類」を14日以内に提出してください。

※�上記表に記載のある「被保険者証」又は「他の健康保険証」については、令和₆年12月₂日以降､「資格
確認書」の交付を受けている方は、当該資格確認書又は資格確認書の写しが必要な添付書類になります｡

《名古屋市食品国民健康保険組合　ホームページのご案内》
ホームページURL：https：//meishoku–kokuho. or. jp

※各種申請書につきましては、ホームページよりダウンロードできます｡
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